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Ⅰ 事  業 

 
1 令和３年度事業報告 

今年度は、昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染拡大による事業中止や延期、緊急事態

宣言による臨時休館を余儀なくされた。昨年度に比して臨時休館日数が増加し、夏季休暇中の

子供たちや家族連れでの利用者が見込まれる時期と重なった事で、利用者数が前年比３.８％減

となった。来館者への影響も大きく、年間を通して新型コロナウイルス感染対策に努めた年と

なった。 

展示では、NHK大河ドラマ「青天を衝け」の主人公であり、新一万円札の肖像に決まった渋沢

栄一に関連させて、江戸時代から戦時中までの薩摩・鹿児島とつなげたトピック展示「お金の歴

史」を紹介した。次に前年度、新聞やニュースで取り上げられて薩󠄀摩川内市で話題となり、当館

への寄贈となった新資料（硫黄島の戦いに関連した日章旗）などを紹介した終戦記念展示コー

ナー「戦争への想い～兵隊と残された人たち～」は、市民の関心を呼ぶこととなった。企画展で

は明治から昭和中期頃までの人びとの生活に密接に関わった様々な道具を紹介した「道具から

見る昔の暮らし」を開催。小学校 3・4年の社会科見学等にも活かされた展示となり、多くの世

代に好評であった。 

教育普及活動では、人数制限などの新型コロナウイルス対策を実施のうえ、自然・考古・歴

史・民俗など多分野にわたった歴史講座の開講や、歴史の紹介を交えた様々なテーマでの工作

教室のほか、当館の自主事業として、学芸員による出前講座やいきいき生涯学習事業なども開

催した。例年、土曜日・日曜日・祝日における小・中・高校生の入館料無料も広く周知している。

それにより、出前講座などの校外学習や当館見学後に無料期間を利用して再度来館するケース

も見られ、今年度も諸対策を実施のうえでの開館ではあったが、広く市民に親しまれる博物館

の運営・管理を整えてきた。 
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 ２ 資料収集・保存 

（1）資料収集 

      今年度は、資料の収集活動及び資料受け入れ・準備作業（状態確認、清掃、資料情報調査、

一覧作成など）を実施した。 

     収集に関しては、これまでと同様に収蔵スペースの確保が困難となっていることが課題で 

あり、収蔵庫内の整理作業とともに、資料受け入れを慎重に検討する必要がある。 

 資料は、市民各位の御芳志により、主に寄贈形式で提供を受けた。 

 寄贈資料の中から、下記について紹介する。 

 

① 矢筒、文殊菩薩像、染付松竹梅文筒型花生２件  〔令和３年１１月２７日受入れ〕 

    資料は、平佐領主北郷家の家臣の家系である兒玉家の収集資料。 

    矢筒は、流鏑馬の矢を収納する竹製のもの。筒の側面には、「平家物語 扇の的」を題にし

たとみられる漢文詩（七言絶句）が彫られている。使用時期としては、明治以降とみられる。 

    文殊菩薩像については、詳細は不明であるが寄贈者宅で祀られていた像である。時代と 

   しては近世造りとみられる。 

    その他に花生２件。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 見立絵他〔令和３年６月１９日受入れ〕 

資料は、江戸時代後半から明治時代にかけての浮世絵が中心で、「見立絵 仮名手本忠臣蔵」

「浮世絵 見立十二支・東京名所他」「絵画叢誌 第弐百拾八巻」から成る。 

   資料そのものは川内と関係するものではないが、幕末期から明治にかけての世相にも関係

してくる資料として受け入れた。 

 

 

 

 

写真（左から） 

仮名手本忠臣蔵 

見立十二支 

 

 

（資料収集状況一覧） 

・分類については、「歴史」には文書、「民俗」には産業を含む。「その他」は、総記、記

録、自然にあたる。 

・資料の受入れ時の表記のため、実際の資料数とは合致しない場合がある。 

写真（左から） 

矢筒 

文殊菩薩像 
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(資料収集状況) 

  分類 

年度 
考  古 歴  史 民  俗 美  術 その他 計 

昭和５６ ７ ３６１ ４７２ １０ ０ ８５０ 

５７ ２０ ３３７ ５００ ４３ ０ ９００ 

５８ １３１ ４１３ ５３４ ８５ ８７ １,２５０ 

５９ ８ ９９ １２１ ３１ ４７ ３０６ 

６０ １ １５８ １７７ １９ １３ ３６８ 

６１ ７ ５８ ２１６ １９ １１ ３１１ 

６２ ３ ６１ １０５ ８ ５ １８２ 

６３ ６ ８５ ４０ １９ ６ １５６ 

平成 元 ２１ ３２ １８ ０ ４ ７５ 

２ １５ １１６ ３４０ ５ ４ ４８０ 

３ ０ １０９ ４８７ ４ ６ ６０６ 

４ ２ ６９ １７４ ６ ７ ２５８ 

５ ４ ６１ ４８ ８ ２ １２３ 

６ ７ ７１ ４９ ３ ６ １３６ 

７ ０ ６３ １４ ６ ２ ８５ 

８ ４９１ ８７ ８６ ３０ １０ ７０４ 

９ ０ ９６ ４０ ３５ ３２ ２０３ 

１０ ０ １００ ２７ ２９ ４８ ２０４ 

１１ ０ １１ ５０ ９ ０ ７０ 

１２ ０ ７５ ２２ １２ ９ １１８ 

１３ ０ ７０ ７７ ９ ０ １５６ 

１４ ２ ２ ５ ０ １３ ２２ 

１５ ０ １４３ ３３ １ ２５０ ４２７ 

１６ ４ １１２ ３８ ０ ０ １５４ 

１７ ０ ３５ ２１ ０ ０ ５６ 

１８ ０ ２７９ ３ ２０ ０ ３０２ 

１９ ０ ６１１ ８ ０ ８ ６２７ 

２０ ０ １３ １６ ０ ０ ２９ 

２１ ０ ９ ０ ０ ０ ９ 

２２ ０ ０ １ １ ０ ２ 

２３ ０ ０ ０ １ ０ １ 

２４ ０ １４ ２６ １６ ０ ５６ 

２５ ０ ０ ０ ２ ０ ２ 

２６ ０ １９ ０ ０ ０ １９ 

２７ ０ ０ ７ １ ０ ８ 

２８ ０ ２ ２５ ９ ０ ３６ 

２９ ０ １ ０ ０ ０ １ 

３０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

令和元 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

２ ０ ６９ ２９ ０ ０ ９８ 

３ １ ２７７ ７４ １４ ０ ３６６ 

合  計 
７３０ ４,１１８ ３,８８３ ４５５ ５７０ ９，７５６ 

（7.5％） （42.2％） （39.8％） （4.7％） （5.8％） （100％） 
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（2）レプリカ製作 

 資 料 名：国指定重要文化財「新田神社文書」（寄託資料）のうち、１点 

         建武二年八月十一日「雑訴決断所牒」（第一巻一七号） 

    資料概要：新田神社文書は中世～近世初頭の古文書群で、その大半が鎌倉・南北朝時代のもの

である。建武政権期（鎌倉時代と南北朝時代の間）のもので、薩摩郡碇山城（天辰町）

との関係において、守護島津氏の政庁「守護所」の文言が確認できる古い時代のもの

である。碇山が守護所となった時期は鎌倉末とされるが、詳しい時期は不明であり、

年代を比定していくうえでも重要な資料である。 

    製作方法：デジタル撮影による制作 

 

 

 

（3）資料保存 

① 昆虫相調査 

館内の昆虫相を把握し、的確な防除管理方策を整えることを目的として調査を依頼し実施

した。 

調査期間：各トラップ類設置・回収  １回目 令和３年 ５月１０日（月）～ ５月３１日（月） 

                    ２回目 令和３年１１月１５日（月）～１２月６日（月） 

    調査範囲：館内全域指定箇所 

調査方法：２種類のトラップ設置によるモニタリング（歩行性昆虫類捕獲用インジケータ・ 

 シバンムシ類捕獲用フェロモントラップ） 

考  察：１回目の調査結果は、全体的な捕獲数が少なく、これまでの調査結果と同様に、外

部からの侵入種である飛翔性昆虫類や歩行性昆虫類が優位を占め、文化財加害種

についても捕獲されたが、捕獲個体は前年とほぼ同程度であった。分布状況は２階

エリアに多くの捕獲が見られ、中でも収蔵庫内に集中する結果であった。個々のポ

イントにおける捕獲は僅かで、異常な状態ではなかったが、内部の清掃や整理・整

頓などによって数値レベルを抑えていく必要があると思われた。 

 

       ２回目の調査結果は、前年度同時期と比較すると全体的な捕獲数は減少した。通

常最も優位を占める他昆虫類などの外部侵入種に対して、本調査の主対象である

文化財加害種が半数以上を占める結果となった。最大の優占種はコナチャタテ類

で、１階区域で主に捕獲され、特に事務スペースにおいて７割ほどの個体が確認さ

れた。清掃では、集塵だけでなく拭き掃除を加えるなどの工夫が必要である。  

 

 ② 落下真菌（カビ類）検査 

 昆虫相調査に併せて、真菌類を中心とした館内の空気環境調査を実施した。 

 実 施 日：１回目 令和３年５月１０日（月） ２回目 令和３年１１月１５日（月） 

調査方法：真菌類採取用「ペタンチェック２５」を用い、資料館内１７の地点において落下を 

採取し、得られた検体を２５℃７日間培養の後、培地上に発生した真菌集落の計測

を行った。 

 採取方法：落下法２０分暴露 

 考 察：１回目の調査結果について、事務スペース内の湯沸室やロビーにおいてやや高め

の数値が確認されたが、大半のポイントでは真菌類の発育がないか、僅かに見られ

る程度で、収蔵庫内など“重要管理区域”については総て低レベルであり、良好な

状態が維持されていた。 

２回目も、大半のポイントで僅かなコロニーの発育か、発育がない状況であった。

ただし、研修室内においては、かなり高めな数値が確認されたものの、調査日にエ
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アコンの点検作業を実施していたことからヒト・モノの往来が影響して高い数値

が出たものとみられる。 

 

 ③ 防虫処理 

〔全館燻蒸〕 

館内の保存資料及び、室内自体の虫害予防を目的として、ＳＤ剤２種（エコミュアーＦＴ

ドライ：プロフルトリン炭酸ガス製剤及びブンガノン：シフェノトリン炭酸ガス製剤）によ

る燻蒸を実施した。 

 施工日程：令和３年６月１日（火） 

 処理範囲：主要区域１階 第１収蔵庫、殺虫滅菌室、２階 第１展示室、第２展示室、第２収 

蔵庫 

〔防虫剤設置〕 

全館燻蒸の補足施工として、展示ケース内及び収蔵庫内の資料周辺など、さらに長期に渡

り昆虫類からの忌避・防虫を図ることを目的として、エコミュアーＦＴプレート（ピレスロ

イド系防虫蒸散プレート：プロフルトリン）を配置した。 

 施工日程：令和３年９月２１日（火） 

 処理範囲：主要区域１階 第１収蔵庫、殺虫滅菌室、２階 第１展示室、第２展示室、第２収 

蔵庫 

〔包み込み式炭酸ガス燻蒸〕 

      第１収蔵庫内の文化財加害虫の被害が見られた資料を仮設テント内で少量ずつ包み込み 

燻蒸することで、重点的に昆虫を処理することを目的として実施した。 

     施工日程：令和３年１１月８日（月）～１１月２２日（月） 

     実施場所：工作室前通路 

〔部分燻蒸〕 

      第１収蔵庫の保存資料及び室内自体の虫害予防を目的として、ＳＤ剤（ブンガノン：シフ 

ェノトリン炭酸ガス製剤）による燻蒸を実施した。 

施工日程：令和３年１１月８日（月） 

実施場所：第１収蔵庫 

 

 ④ 脱酸性化処置 

 収蔵資料の内、近現代の紙資料の保存期間を延ばし、価値を損なわないように劣化を防ぐ 

 ため、紙に含まれる酸を中性化する脱酸性化処置を実施。 

      主に昭和中期の収蔵資料の中から、軍事や暮らしの世相がわかる資料や旧川内市の市勢

要覧など計８件（５１３枚）を選定した。 

     資料名：『将校勤務録』桑原新兵衛、飛行機献金者名簿（亀山分会・隈之城分会）、『天皇機

関説撃滅』、『國體の本義』、『天皇巡幸記念特集号 かごしま 七月号』、第１回鹿児

島学校宝くじ、久見崎史蹟、川内市市勢要覧（昭和 29年版） 
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３ 展示 

（1） 企画展 

   「道具から見る昔の暮らし」 

展示内容：人々が暮らしの中で考え、工夫して生み出してきた 

     民具や家庭用として量産された道具などから、昔の 

暮らしについて紹介した。 

展示では、「運搬」「食」「衣」「住」「日常の楽しみ」の    

テーマに分け、収蔵資料の中から実物資料のほかに、 

市井画家の鉢迫豊志氏の民俗画の画像や明治～昭和 

期の暮らしが分かる写真等を拡大したパネルもあわ 

せて約１７０点を公開した。 

 

展示期間：令和３年１０月２７日（水）～ 

令和４年２月２７日（日） （１０２日間） 

展示場所：川内歴史資料館 第２展示室 

 主な展示資料：「運搬」 

          車力、りんご箱、背負い籠、かます・物入れ 他 

         「食」 

          木製冷蔵庫、切り盤、塩テゴ、鉄瓶、ヘワ、菓子型、豆腐入れ籠、壺、醬油樽、 

          飯とり籠、高膳、箱膳、ちゃぶ台、蓋付椀、カラカラ、一升瓶、ハエたたき 他 

         「衣」 

          袷着物、カンカン帽、パナマ帽、トンビ、シルクハット、法被、江戸はら 他 

         「住」 

          衣桁、炭火アイロン、裁縫箱、くけ台、足踏みミシン、扇風機、蚊帳、柳行李、 

          長持、手燭、置き炬燵、手回し洗濯機、木風呂、洗濯板、盥、竹製洗濯鋏 他 

         「日常の楽しみ」 

          キセル、煙草盆、酒樽、ラジオ、蓄音機、板三味線、ナンコ台・玉、サッドン 他 

          以上、全て当館資料 

 観覧者数：１，３９７名 

関連事業：普及活動に記載 ギャラリートーク（P８）、 合同おはなし会（P８） 

         体験教室（P８） 

 

（2）常設展示替え 

  ①トピック展示「見てみよう！八橋蒔絵螺鈿硯箱（模作）」 

展示内容：硯箱の題材や装飾技法について、模作の作成時の

資料とあわせて紹介した。 

    展示開始：令和３年４月２７日（火）～６月２７日（日） 

（５３日間） 

    展示場所：川内歴史資料館 第２展示室 

    展示資料：八橋蒔絵螺鈿硯箱、制作資料 

    観覧者数：２７６名 

    ※５月２５日～６月２０日は新型コロナウイルス感染拡大防止による臨時休館 
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 ②トピック展示「お金の歴史～近世・近代の薩󠄀摩」 

展示内容：ＮＨＫ大河ドラマ「晴天を衝け」に関連した展示で当館が所

蔵する江戸時代以降の貨幣等の紹介や、薩󠄀摩藩の偽金づく

り、薩󠄀摩川内に関係する話等をパネルで紹介した。 

展示期間：令和３年５月１８日（火）～令和４年３月２７日（日） 

（２１７日間） 

展示場所：川内歴史資料館 １階ロビー 

展示資料：天保通宝、琉球通宝ほか、江戸時代から昭和前半までの貨幣・紙幣等 

観覧者数：３，２０９名 

※５月２５日～６月２０日は新型コロナウイルス感染拡大防止による臨時休館 

※７月１０日、８月１３日は大雨特別警報発令に伴う臨時休館 

※８月１６日～９月３０日は新型コロナウイルス感染拡大防止による臨時休館 

 

③ 終戦記念展示コーナー「戦争への想い～兵隊と残された人たち～」 

 展示内容：戦後７５年が経過し、戦争を知らない世代に記憶が 

          受け継がれていく中で、戦争の記憶を次世代へ伝承  

すべく展示を実施。出征した人たち、出征を見送る 

人たち、銃後の人たちが、戦争に対しどのような想 

いだったか、新収蔵資料を交えて紹介した。 

展示期間：令和３年７月２０日（火）～１０月１０日（日） 

     （３２日間） 

 展示場所：川内歴史資料館 第２展示室・企画コーナー１ 

 主な展示資料：『支那事変画報』、『紀元 2500 年市勢要覧』、愛国婦人会旗、ハガキ、人形、慰問 

         袋、隣組便り、防衛食器、陶製手榴弾、国民労務手帳、体力手帳、職業能力申告手 

         帳、軍隊手帳、出征軍人のたすき、千人針、幟り旗、日章旗寄せ書き、鉄かぶと、 

         不発弾の破片、焼夷弾の筒、防空電球、軍用手票、『新憲法解釈』、衣料切符、震洋 

         艇のスクリュー、『天皇と南日本』、軍隊満期記念杯、海軍水筒、弁当箱等 

観覧者数：３２７名 

※８月１３日は大雨特別警報発令に伴う臨時休館 

※８月１６日～９月３０日は緊急事態宣言に伴う臨時休館 

 

④ 図書コーナー ミニ展示「浮世絵に見るオノマトペ」 

掲示内容：１２００種類にも及ぶ擬音語・擬態語をテーマと 

して取り上げ、古典（浮世絵）に記された日本語の 

豊かな表現をパネルで紹介した。 

展示期間：令和３年１２月７日（火）～令和４年３月３１日（木）（９５日間） 

展示場所：川内歴史資料館 １階図書コーナー 

観覧者数：１，１３８名 
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４ 普及活動 

（1）講演会 

演  題：「川内大綱引」 

講  師：小島 摩文 氏（鹿児島純心女子大学教授） 

日  時：令和４年３月２１日（月/祝）１３：３０～１５：３０ 

場  所：川内まごころ文学館 多目的映像ホール 

 聴 講 料：無料 

講演内容：平成３１年に国の選択無形民俗文化財に選択された川内大綱引。その現状と歴史

的変遷、さらに文化財としての意義について民俗学的に解説していただいた。 

聴講者数：３７名 

 

 

（2）企画展関連事業 

  ① 体験教室「石臼で挽いてみよう」 

日  時：令和３年１０月３１日（日） 

９：００～１６：００ 

場  所：川内歴史資料館 裏庭休憩所 

 内  容：石臼で大豆の実を挽いて粉にする体験。 

    参 加 料：無料 

 参加者数：２０名 

   
② 「道具から見る昔の暮らし」ギャラリートーク 

日  時：令和３年１２月４日（土）・１８日（土） 

１０：３０～（４０分程度） 

場  所：川内歴史資料館 第２展示室 

 内  容：企画展「道具から見る昔の暮らし」の展示解説。 

    参 加 料：無料（要入館料） 

         ※小・中・高校生は、土曜日にあたるため入館無料 

 参加者数：１２月４日（土） ２名、１８日（土） ３名 計５名 

 

③ 川内歴史資料館・川内まごころ文学館のおはなし会「むかしのくらし 

って、どんなだろう？」 

日  時：令和３年１１月３日（水/祝） 

１０：３０～１１：１５ 

場  所：川内歴史資料館 研修室 

内  容：合同企画としては初めての開催。テーマを設定し、対象 

         を幼児～小学生とし、おはなしに関連した道具を会場に 

         展示することで、絵で見た道具から実物の道具へと興味 

         を持ち、楽しみながら学びへ結び付けるように取り組ん 

         だ他、昔の道具を描いたオリジナルぬりえを配付した。 

 出  演：ボランティアグループ「まごころ」、資料館・文学館職員 

  参 加 料：無料 

 参加者数：３６名 
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（3）工作教室 
① ランプシェード作り 

日  時：令和３年７月３１日（土） 

９：３０～１２：００ 

場  所：川内歴史資料館 研修室 

 内  容：和紙や布などを膨らませた風船の上に張って、オリ 

ジナルのランプシェードを作製した。 

    参 加 料：４００円 

 参加者数：計１３名 

 

② 貝殻リースを作ろう 

 日  時：令和３年８月７日（土） 

１回目 ９：３０～１２：００ 

         ２回目 １３：３０～１６：００ 

    場  所：川内歴史資料館 研修室 

 内  容：紙ヒモから手作りしたリースに貝殻をグルーガンで 

 貼り付けて作品を作製した。  

    参 加 料：３００円 

  参加者数：計１７名（１回目７名、２回目１０名） 

  

 ③ 干支人形作り 

日  時：令和３年１１月２８日（日）９：３０～１１：３０ 

場  所：川内歴史資料館 研修室 

 内  容：紙粘土を使って来年の干支「寅」の人形を作製した。 

 参 加 料：２００円 

 参加者数：１３名 

 

④ 祝い袋（お年玉袋）作り 

 日  時：令和３年１２月５日（日）９：３０～１２：００ 

場  所：川内歴史資料館 研修室 

 内  容：簡単なお年玉袋をおりがみで作製した。 

 参 加 料：１００円 

 参加者数：１２名 

 

⑤   つるし飾り作り 

 日  時：令和４年３月１０日（木） 

１回目 ９：３０～１２：００ 

         ２回目 １３：３０～１５：３０ 

    場  所：川内歴史資料館 研修室 

 内  容：モチーフを作製し、釣台に吊るして「つるし飾り」を作製した。 

    参 加 料：４００円 

  参加者数：計１７名（１回目 ９名、２回目 ８名） 

    そ の 他：１階ロビーで「春のつるし飾り」を実施。 

展示期間は令和４年１月３０日（日）～３月３１日（木） 
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（4）いきいき生涯学習事業 
① 工作教室「布ぞうり作り」 

 日  時：令和３年１０月３０日（土） 

１回目 ９：３０～１２：００ 

         ２回目 １３：３０～１６：００ 

    場  所：川内歴史資料館 研修室 

 内  容：市販のリサイクル糸で布ぞうりを作製した。  

    参 加 料：３００円 

  参加者数：計８名（１回目４名、２回目４名） 

 

② 体験教室「ふろしきの包み方と刺し子体験」 

 日  時：令和４年３月１６日（水） 

１回目 ９：３０～１１：３０ 

         ２回目 １３：３０～１５：３０ 

    場  所：川内歴史資料館 研修室 

 内  容：風呂敷のいろいろな包み方や刺し子作りを体験した。 

    参 加 料：３００円 

  参加者数：計１５名（１回目５名、２回目１０名） 

 

 

 

（5）おりがみ広場 
① 春のおりがみ広場 

 日  時：令和３年４月２９日（木/祝）～５月５日（水/祝） 

         ９：００～１６：３０ 

場  所：川内歴史資料館 １階ロビー特設会場 

 内  容：ゴールデンウィーク無料開館に併せ、てんとう虫やこい 

       のぼりなど春にちなんだ、おりがみ作品を作った。 

 参加者数：８０名 

 

②  秋のおりがみ広場 

 日  時：令和３年９月１９日（日）～９月２６日（日） 

         令和３年１１月２日（火）～１１月７日（日） 

         ９：００～１６：３０ 

場  所：川内歴史資料館 １階ロビー特設会場 

 内  容：敬老の日と教育文化週間の無料開館に併せ、どんぐり 

など秋にちなんだ、おりがみ作品を作った。 

 参加者数：４６名（１１月） 

    ※令和３年９月１９日（日）～９月２６日（日）は、新型コロナウイルス感染症拡大防止措置

による臨時休館中のため中止。 
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（6）お正月行事 
 ① お正月遊び 

 日  時：令和４年１月４日（火）～１月１０日（月/祝） 

         ９：００～１６：３０ 

場  所：川内歴史資料館 研修室 

 内  容：羽根つき、すごろく、福笑いなど昔ながらのお正 

         月遊びを自由に体験してもらった。 

 参加者数：９９名 

 

② 工作ひろば「紙コップで遊ぼう」 

 日  時：令和４年１月８日（土）～１月１０日（月/祝） 

 ９：００～１６：３０ 

場  所：川内歴史資料館１階ロビー 

内  容：紙コップを組み合わせて、ゴムで飛ぶおもちゃを 

作製し楽しんでもらった。 

 参加者数：３３名 

 

（7）チャレンジクイズ 

クイズを通して、展示資料や内容への理解を深めてもらうことを目的に実施した。 

①  夏休みチャレンジクイズ 

開催期間：令和３年７月２２日（木）～８月３１日（火） 

 参加者数：１０７名 

    ※令和３年８月１６日（月）～９月３０日（木）は、新型コロナウイルス感染症拡大防止措置

による臨時休館。 

 

②  冬休みチャレンジクイズ 

 開催期間：令和３年１２月１８日（土）～令和４年１月１０日（月/祝） 

 参加者数：４２名 

 

（8）歴史講座 
 日 時：令和３年７月～令和３年１２月 

 １３：３０～１５：００ 全５回 

 場 所：川内歴史資料館研修室 

 内 容：毎回、異なる講師による歴史をテーマにした講座。 

  受 講 料：各回２００円 

参加者数：延べ９６名 

月日 タイトル 講師 受講者数 

7/11 

（日） 

ここまでわかった鹿児島（鶴丸）城

の歴史～最新の発掘調査から～ 

西野 元勝 氏 

（鹿児島県立埋蔵文化財セン

ター文化財主事） 

20名 

9/12 

（日） 
古代の南九州（国府・国分寺など） 

有満 さゆり 氏 

（都城島津邸学芸員） 

臨時休館

中のため

中止 

10/10 

（日） 
薩󠄀摩藩の麓～特徴と見方～ 

太田 秀春 氏 

（鹿児島国際大学教授） 
29名 

11/7 

（日） 
薩󠄀摩の偽金づくり 

徳永 和喜 氏 

（西郷南洲顕彰館館長） 
20名 

12/12 

（日） 
薩󠄀摩川内の郷絵図を読む 

吉本 明弘 

（川内歴史資料館 学芸員） 
27名 
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（9）出前講座 
日程 種 類 演 題 主 催 参加者数 

5/6 

（木） 
講演 国分寺と新田神社 川内看護専門学校 27名 

5/7 

（金） 
講演 

６年生の校内学習「永利地区の歴

史」 
永利小学校６年生 79名 

5/14 

（金） 
史跡案内 

３年生の校外学習「平佐西地区の

史跡（兼喜神社・北郷家墓地・平

佐城跡）」 

平佐西小学校３年生 30名 

5/21 

（金） 
史跡案内 

６年生の校外学習「永利地区の歴

史」 
永利小学校６年生 78名 

10/18 

（月） 
講演 

「豊臣秀吉と川内の関わり」 

（於：中央公民館） 
薩󠄀摩川内政経俱楽部 40名 

11/18 

（木） 
講演 

「川内出身 岩谷松平について」 

（於：樋脇公民館） 
市民大学（公民館講座） 25名 

 

（10）夏休み課題応援 

「調べてみよう！薩󠄀摩国分寺」 

 日  時：１回目 令和３年８月８日（日/祝） 

         ２回目 令和３年８月９日（月/振休） 

      １３：３０～１５：００ 

 場  所：川内歴史資料館 研修室 

 内  容：資料館と関連の深い「薩󠄀摩国分寺」をテーマに 

展示を見学し、学芸員の解説を聞いて自ら課題 

を決めて、調べ学んでいただいた。 

 参加者数：計１３名（１回目４名・２回目９名） 

 

（11）職場体験学習 

    市内中学校の依頼により、以下の通り実施した。 

    ６月２９日（火）～７月１日（木）東郷学園義務教育学校８年生 ３名 

 

（12）薩󠄀摩川内市フレッシュ研修 

    薩󠄀摩川内市教育委員会による初任校 1年目研修を以下の通り受け入れた。 

    ８月３日（火）市内小中学校初任校 1年目教諭 １９名 

 

（13）博物館実習 

    学芸員資格取得履修科目として定められている博物館法施行規則に基づき、学芸員養成目的

で実施。今年度は下記の大学から依頼を受け、川内まごころ文学館と共同で実施した。 

    日 程：８月３０日（月）～９月１２日（日） 

    日 数：１０日間 

    実習生：鹿児島大学 ４年生 １名 

        長崎国際大学４年生 １名 

 

（14）史跡めぐり（ウォーキング） 

 日  時：令和３年１１月２１日（日） 

     １３：３０～１５：３０ 

 場  所：高来小学校周辺 
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 内  容：澁谷氏に関係した中世の妹背城跡、高城神社や高城秋月に関した石碑、石塔群等を

歩いて回った。 

 参加者数：１７名 

 

（15）広報活動 

 ① 新聞社、広報薩󠄀摩川内、ＦＭさつませんだい等を利用 

 ② 川内歴史資料館ウェブサイト 

 ③ まちづくり公社のウェブサイトと広報誌 ACSタイム・ACS情報 

  ④ わくわく薩󠄀摩川内土曜塾のチラシ掲載 

 

（16）刊行物・作成 

  『薩󠄀摩川内市川内歴史資料館 年報』（令和３年度） ※資料館ＨＰ掲載（ＰＤＦ） 

 

（17）その他 
 ① 無料開館 

名 称 期 間 入館者数 

ゴールデンウィーク 令和 3年 4月 29日（木/祝）～5月 5日（水/祝） 208名 

県民の日 令和 3年 7月 14日（水） 6名 

教育・文化週間 令和 3年 11月 2日（火）～11月 7日（日） 246名 

お正月 令和 3年 1月 4日（火）～1月 10日（月/祝） 260名 

   

  

➁ 臨時休館 

    令和３年 ５月２５日（火）～６月２０日（日） 新型コロナウイルス感染症拡大防止措置 

 令和３年 ６月 １日（火） 館内燻蒸 

    令和３年 ７月１０日（土） 大雨特別警報発令に伴う 

    令和３年 ８月１３日（金） 大雨特別警報発令に伴う 

    令和３年 ８月１６日（月）～９月３０日（木） 新型コロナウイルス感染症拡大防止措置 

 令和３年１０月２６日（火） 常設展示撤収、企画展設営 

    令和３年１２月２９日（水）～１月３日（月） 年末年始 

 令和４年 ３月 １日（火） 企画展撤収・常設展示復旧 

 

（18）中止となった事業（新型コロナウイルス感染症感染拡大防止措置の為） 

 ① 特別開館 

日  時：令和３年８月１６日（月） 

② 歴史講座「古代の南九州（国府・国分寺など） 

 日  時：令和３年９月１２日（日） 

③ 敬老の日無料開館 

   日  時：令和３年９月１８日（土）～９月２６日（日） 
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Ⅱ 管理・運営 

 

1 管理・運営 

   指定管理者制度が導入されたことから、平成１６年４月１日より、公益財団法人薩󠄀摩川内市民

まちづくり公社が薩󠄀摩川内市から館の管理・運営を委託されている。 

   なお、平成２６年度より、当公社学芸施設課が管理している薩󠄀摩国分寺跡史跡公園・横岡古墳公

園を併せた管理費で、３施設の管理にあたっている。その中から以下の修繕・工事他、システム・

機器の変更を行った。 

 

①  資料館敷地内 

   ・トイレ詰まり修繕 

   ・自動ドア修繕 

   ・収蔵庫系統空調機修繕 

・収蔵庫系統空調機加湿器修繕 

・外水栓漏水修繕 

・消火ポンプフートバルブ取替工事 

・吸収式冷温水発生機修繕 

・塗装工事 

・排煙窓修繕 

・駐車場南側のツツジの植栽 

②  薩󠄀摩国分寺跡史跡公園 

 ・看板張替え修繕 

 ・浄化槽排水用水中ポンプ取替修繕 

・北門修繕 

③  横岡古墳公園 

 ・看板張替え修繕 
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市文化課

文
化
財
グ
ル
ー

プ
員
 
４

文
化
振
興
グ
ル
ー

プ
員
　
２

課　　長　１

課長代理　１

文
化
財
グ
ル
ー

プ
長
　
１

主　　幹　1

文
化
振
興
グ
ル
ー

プ
長

１

（公財） 摩川内市民まちづくり公社

指定管理者

文
学
館
学
芸
係
　
　
１

課長代理　１

館  長　１

学芸施設課

資
料
館
臨
時
職
員
　
１

資
料
館
運
営
係
　
　
４

資
料
館
学
芸
係

主
任
　
１

文
学
館
学
芸
係

主
任
　
１

文
学
館
運
営
係
　
　
３

学芸施設課長 １

薩󠄀

 

２ 川内歴史資料館・川内まごころ文学館指定管理者体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（市の業務） （指定管理者） 

・ 事業の基本方針、計画策定 ・ 施設の管理全般 

・ 予算案作成 ・ 施設の入館受付、案内 

・ 対外折衝全般 ・ 入館料管理、市への納入処理 

・ 

・ 

重要資料受入 

その他館業務 

・ 市の方針、計画に基づく企画書策定、実施 

(特別展・学芸員実習・調査依頼対応等） 

  ・ 調査、研究 

   その他市から依頼を受けた館業務 

（令和 4年 3月 31日現在）    



- 16 - 

 

 

３ 薩󠄀摩川内市川内歴史資料館・郷土館運営協議会 

薩󠄀摩川内市川内歴史資料館・郷土館運営協議会は、薩󠄀摩川内市川内歴史資料館条例（平成 16年 10

月 12日薩摩川内市条例 97号）第 19条「薩󠄀摩川内市教育委員会の諮問に応じ、歴史資料館等の運営

に関する事項を審議するため、薩󠄀摩川内市川内歴史資料館・郷土館運営協議会を置く」により設置さ

れた。協議会の委員の定数は１０人以内で任期は２年。(会則についてはＰ28参照） 

 

[歴史資料館・郷土館運営協議会委員名簿]   

（任期 令和２年６月１日～令和４年５月３１日） 

選 出 区 分 氏  名 備  考 

市内の小・中学校の代表者 前 田 真 喜 子 水引小学校長 

専門的知識及び 

技能を有する者 

持 永  八洲郎 市文化財保護審議会長 

押 川  丞 輔 樋脇郷土史研究会理事 

荒 田  邦 子 学校法人川島学園れいめい中学校教諭 

石 原  昭 憲 市文化財保護審議会委員 

石 神  陽 子 薩󠄀摩川内市文化協会入来支部長 

  西 手  達 三 
子岳地区コミュニティ協議会主事 

（令和２年６月１日から） 

学識経験者 小 島  摩 文 鹿児島純心女子大学教授 

 

 第 1回協議会 

  日  時 令和３年１２月２２日（水） １４：００～ 

  場  所 川内歴史資料館 研修室 

  議事内容 報告・協議 

① 令和２・３年度歴史資料館・各郷土館事業報告 

② 令和４年度事業計画 

③ その他 
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５ 決算 

（1）歳入 

① 入館料     １１９，０２０円 

② 図書等販売収入 １０６，１５０円 

 

 

（2）歳出 

歴史資料館等管理費                        （単位：円） 

科 目 予 算 額 執 行 額 予 算 残 額 

人 件 費 26,058,000 26,058,000 0 

報 償 費 22,000 21,967 33 

諸 謝 金 49,000 30,500 18,500 

著 作 権 料 0 0 0 

旅 費 交 通 費 67,000 31,350 35,650 

消 耗 品 費 1,535,000 1,534,742 258 

消耗什器備品費 0 0 0 

燃 料 費 50,000 38,860 11,140 

会 議 費 1,000 928 72 

印 刷 製 本 費 475,000 473,330 1,670 

光 熱 水 料 費 5,698,000 5,658,927 39,073 

通 信 運 搬 費 301,000 259,683 41,317 

委 託 費 10,169,000 10,168,546 454 

修 繕 委 託 費 1,958,000 1,956,570 1,430 

賃 借 料 1,494,000 1,493,056 944 

保 険 料 190,000 171,600 18,400 

租 税 公 課 5,000 3,800 1,200 

負 担 金 支 出 39,000 39,000 0 

広 報 費 0 0 0 

雑 費 38,000 6,936 31,064 

計 48,149,000 47,947,795 201,205 
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６  条例・規則  

 

薩󠄀摩川内市川内歴史資料館条例  
平成 16 年 10 月 12 日  

条例第 97 号  
(設置 ) 

第 1 条  博物館法 (昭和 26 年法律第 285 号 )第 18 条の規定に基づき、薩󠄀摩川内市川内

歴史資料館 (以下「歴史資料館」という )を設置する。  

(名称及び位置 ) 

第 2 条  歴史資料館の名称及び位置は，次のとおりとする。  

名称  位置  

薩󠄀摩川内市川内歴史資料館  薩󠄀摩川内市中郷二丁目 2 番 6 号  

(事業 ) 

第 3 条  歴史資料館は、次に掲げる事業を行うものとする。  

(1) 市の歴史、考古、民俗、美術等に関する資料 (以下「資料」という )を収集し、

保管し、及び展示すること。  

(2) 一般公衆に対して、資料に関する必要な説明、指導等を行い、又は歴史資料館

の施設を教育的配慮のもとに一般公衆の利用に供すること。  

(3) 資料に関する調査研究を行うこと。  

(指定管理者による管理 ) 

第 4 条  歴史資料館の管理は、地方自治法 (昭和 22 年法律第 67 号 )第 244 条の 2 第 3

項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの (以下「指定管理者」

という )に行わせるものとする。  

(指定管理者が行う業務 ) 

第 5 条  指定管理者が行う歴史資料館の管理業務は、次のとおりとする。  

(1) 歴史資料館の施設等の維持管理に関する業務  

(2) 第 14 条に規定する入館料等の収受に関する業務  

(3) 前 2 号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務  

(指定管理者の指定の申請 ) 

第 6 条  第 4 条の規定による指定を受けようとするものは、歴史資料館の管理に関す

る事業計画書 (以下「事業計画書」という )その他規則で定める書類を添えて、市長

に申請しなければならない。  

(指定管理者の指定 ) 

第 7 条  市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を総合的に

審査し、歴史資料館の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたも

のを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定するものとする。  

(1) 事業計画書の内容が入館者の平等な利用を確保できるものであるとともに、サ

ービスの向上が図られるものであること。  

(2) 事業計画書の内容が歴史資料館の適切な維持及び管理を図ることができるも

のであるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。  

(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能

力及び人的能力を有するものであること。  

(事業報告書の作成及び提出 ) 

第 8 条  指定管理者は、毎年度終了後 30 日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報

告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第 10

条第 1 項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算し
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て 30 日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。 

(1) 歴史資料館の管理業務の実施状況及び入館状況  

(2) 入館料等の収入実績  

(3) 歴史資料館の管理に係る経費の収支状況  

(4) 前 3 号に掲げるもののほか、指定管理者による歴史資料館の管理の実態を把握

するため市長が必要と認める事項  

(業務報告の聴取等 ) 

第 9 条  市長は、歴史資料館の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管

理の業務に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必

要な指示をすることができる。  

(指定の取消し等 ) 

第 10 条  市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責め

に帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認め

るときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部

の停止を命ずることができる。  

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一

部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責

めを負わない。  

(開館時間等 ) 

第 11 条  歴史資料館の開館時間は、午前 9 時から午後 5 時までとする。ただし、入館

時間は、午後 4 時 30 分までとする。  

2 薩󠄀摩川内市教育委員会 (以下「教育委員会」という )は、歴史資料館の管理運営上必

要があると認めるときは、前項の開館時間又は入館時間を変更することができる。  

(休館日 ) 

第 12 条  歴史資料館の休館日は、月曜日とする。ただし、その日が国民の祝日に関す

る法律 (昭和 23 年法律第 178 号 )に規定する休日に当たるときは、その翌日以後の最

初の同法に規定する休日でない日とする。  

2 教育委員会は、歴史資料館の管理運営上必要があると認めるときは、前項の休館日

を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。  

(入館の許可 ) 

第 13 条  歴史資料館に入館しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければなら

ない。  

(入館料 ) 

第 14 条  前条の許可を受けた者 (以下「入館者」という )は、別表に定める入館料を前

納しなければならない。  

2 前項の規定にかかわらず、市長は、公益上の理由その他特別の理由があると認める

ときは、入館料を免除することができる。  

3 既納の入館料は、還付しないものとする。  

(入館の制限 ) 

第 15 条  教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、第 13 条の規定によ

る許可をしない。  

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、若しくは乱すおそれがあると認めるとき。  

(2) 歴史資料館の資料又は施設等を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあると

認めるとき。  

(3) 前 2 号に掲げるもののほか、歴史資料館の管理運営上又は公益上支障があると

認めるとき。  
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(入館許可の取消し ) 

第 16 条  教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館許可の取消し等

必要な措置を命ずることができる。  

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。  

(2) 前条各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。  

(3) 前 2 号に掲げるもののほか、教育委員会が歴史資料館の管理運営上又は公益上

必要があると認めたとき。  

(損害賠償 ) 

第 17 条  入館者は、歴史資料館の施設、設備、展示物その他の物件を損傷し、汚損し、

又は滅失したときは、教育委員会の指示するところに従い、これを原状に復し、又

は教育委員会が認定する損害額を賠償しなければならない。  

(個人情報の取扱い ) 

第 18 条  指定管理者は、歴史資料館の管理に関して知り得た個人に関する情報であっ

て、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの (以下この条において「個人情報」

という )の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要

な措置を講じなければならない。  

2 前項の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個

人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。  

(協議会の設置等 ) 

第 19条  教育委員会の諮問に応じ、歴史資料館等の運営に関する事項を審議するため、

薩󠄀摩川内市川内歴史資料館・郷土館運営協議会 (以下「協議会」という )を置く。  

(委員の定数及び任期 ) 

第 20 条  協議会の委員 (以下「委員」という )の定数は、 10 人以内とする。  

2 委員の任期は、2 年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、

前任者の残任期間とする。  

3 委員は、再任されることができる。  

(委任 ) 

第 21 条  この条例に定めるもののほか、歴史資料館の管理及び協議会の運営に関し必

要な事項は、教育委員会が別に定める。  

(罰則 ) 

第 22 条  次の各号のいずれかに該当する者は、 5 万円以下の過料に処する。  

(1) 歴史資料館の施設、設備、展示物その他の物件を故意又は重大な過失により損

傷し、汚損し、又は滅失した者  

(2) 第 13 条に定める許可を受けないで歴史資料館に入館した者  

   附  則  

(施行期日 ) 

1 この条例は、平成 16 年 10 月 12 日から施行する。  

(経過措置 ) 

2 この条例の施行の日の前日までに、川内市歴史資料館の設置及び管理に関する条例

(昭和 58 年川内市条例第 22 号。以下「合併前の条例」という )の規定によりなされ

た処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。  

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合

併前の条例の例による。  

   附  則（平成 18 年 3 月 30 日条例第 13 号）  

 この条例は、平成 18 年 4 月 1 日から施行する。  

   附  則（平成 29 年 3 月 27 日条例第 5 号）  
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 この条例は、公布の日から施行する。  

 

 

別表 (第 14 条関係 ) 

 

備考  

1 薩󠄀摩川内市川内まごころ文学館条例 (平成 16 年薩摩川内市条例第 104 号 )に規

定する薩摩川内市川内まごころ文学館の常設展示の入館料を同時に徴収する場

合における入館料は、上表の規定にかかわらず、個人の大人にあっては 160 円、

個人の小・中・高校生にあっては 80 円、団体の大人にあっては 130 円、団体の

小・中・高校生にあっては 60 円、年間入館券の大人にあっては 350 円、年間入

館券の小・中・高校生にあっては 150 円とする。  

2 未就学児は、無料とする。  

 

  

区  分  
入館料  

個人  団体 (20 人以上 ) 年間入館料  

大  人  1 人 1 回につき

200 円  

1 人 1 回につき

160 円  

1 人年間につき

400 円  

小・中・高校生（義務教育

学 校 に 就 学 し て い る も の

を含む。以下同じ）  

1 人 1 回につき

100 円  

1 人 1 回につき  

80 円  

1 人年間につき

200 円  
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薩󠄀摩川内市川内歴史資料館条例施行規則  

平成 16 年 10 月 12 日  

教育委員会規則第 33 号  

 （趣旨）  

第 1 条  この規則は、薩󠄀摩川内市川内歴史資料館条例（平成 16 年薩摩川内市条例第 97

号  

以下「条例」という）第 21 条の規定に基づき、薩󠄀摩川内市川内歴史資料館（以下「歴

史資料館」という）の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。  

 （資料館の業務）  

第 2 条  歴史資料館の業務は次のとおりとする。  

 (1) 歴史資料館の運営計画及び管理に関すること。  

 (2) 薩󠄀摩川内市歴史資料館・郷土館運営協議会に関すること。  

 (3) 資料の収集・保管、調査・研究及び展示に関すること。  

 (4) 歴史資料館の入館料の徴収に関すること。  

 (5) 歴史資料館の施設及び設備の管理に関すること。  

 (6) 歴史資料館に係る広報及び教育普及に関すること。  

 (7) 前各号に掲げるもののほか、歴史資料館に関すること。  

（指定管理者の指定の申請）  

第 3 条  条例第 6 条の規定による申請は、歴史資料館指定管理者指定申請書  

（様式第 1 号）により、行うものとする。  

2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。  

 (1) 定款又はこれに類するもの。  

 (2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書  

 (3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並

びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書  

 (4) 歴史資料館の管理に関する事業の収支予算書  

 (5) 前各号に掲げるほか市長が必要と認めるもの  

 （指定通知書の交付）  

第 4 条  市長は、条例第 7 条の規定により指定管理者を指定した場合は、歴史資料館

指定管理者指定通知書（様式第 2 号）を交付するものとする。  

 （入館券）  

第 5 条  薩󠄀摩川内市教育委員会（以下「教育委員会」という）は、条例第 13 条の許可

をしたときは、別に定める入館券を交付するものとする。  

 （無料開放）  

第 6 条  条例第 3 条第 2 号に規定する一般公衆の利用のうち、無料開放するものは、

次に掲げるとおりとする。  

 (1) 資料調査等のための歴史資料館 1 階への入館  

 (2) 教育委員会が認定した公共的団体が行う会合等  

 (3) 教育委員会が認定した自主グループ活動  

 (4) 市内の公共的団体によるミニコンサートその他歴史資料館の事業の趣旨にか

なう活動  

 （入館料の免除）  

第 7 条  条例第 14 条第 2 項の規定により入館料を免除する場合は、次の各号のいずれ

かに該当する場合とする。  

 (1)  身体障害者福祉法（昭和 24 年法律第 283 号）第 15 条に規定する身体障害者
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手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和 25 年法律第 123 号）第

45 条に規定する精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は原子爆弾被爆者に対す

る援護に関する法律施行規則（平成 7 年厚生省令第 33 号）に基づく医療特別手

当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書若しくは保

健手当証書の交付を受けている者（ 1 級から 4 級までの身体障害者手帳又は療育

手帳の交付を受けている者にあっては、付添人 1 人を含む）がその身分を証する

書面を提示して入館する場合  

 (2)  市内の小学校（義務教育学校の前期課程を含む。）の児童又は中学校（義務教

育学校の後期課程を含む。）若しくは高等学校の生徒及びその引率者が教育課程

に基づく学習活動として入館する場合  

(3)  日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日にお

いて、小学校の児童若しくは中学校若しくは高等学校の生徒又はこれ らに準ずるものとして、

教育委員会が認める者が入館する場合 

 (4)  前 3 号に掲げるほか、教育委員会が適当と認める場合  

2  前項第 1 号及び第 3 号の場合並びに同項第 4 号に該当する場合のうち教育委員会

が特に認める場合を除き、入館料の免除を受けようとする者は、教育委員会に歴史

資料館入館料免除申請書（様式第 3 号）を提出しなければならない。  

3  教育委員会は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、入館料を免除す

ることが適当であると認めるときは、歴史資料館入館料免除承認通知書（様式第 4

号）により通知する。  

 （利用者の遵守事項）  

第 8 条  利用者は、歴史資料館の利用に際し、条例に定めるほか、次に掲げる事項を

遵守しなければならない。  

 (1) 許可なく展示物に手を触れないこと。  

 (2) 展示室では、インク、墨類を使用しないこと。  

 (3) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。  

 (4) 静粛を旨とし、騒がしい行為をしないこと。  

 (5) 館内を汚さないこと。  

 (6) 前各号に掲げるほか、係員が指示すること。  

 （損傷等の届出）  

第 9 条  利用者は、歴史資料館の施設、設備、展示物その他の物件を損傷し、汚損し、

又は滅失したときは、直ちに歴史資料館損傷等届（様式第 5 号）によりその旨を教

育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。  

 （損害賠償）  

第 10 条  条例第 17 条に規定する損害賠償は、原状回復又は現物をもってしなければ

ならない。  

2 前項に規定する場合において、現物の入手が特に困難と認められるときは、教育委

員会が指定する代物をもって賠償することができる。  

  （資料の寄贈又は寄託）  

第 11 条  教育委員会は、郷土の歴史に関する資料、地域住民の習俗に係る資料、美術

工芸品等（以下「資料等」という）で歴史資料館において収集し、保管し、又は展

示する必要があると認められるものの寄贈又は寄託を受けることができる。  

2 資料等を寄贈又は寄託しようとする者は、あらかじめ教育委員会にその旨申し出る

ものとする。  

3  教育委員会は、寄贈の申出に係る資料等の受領又は寄託の申出に係る資料等の受

託を決定したときは、資料等を寄贈した者に寄贈資料受領書（様式第 6 号）を、資
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料等を寄託した者に寄託資料預り証（様式第 7 号）を交付する。  

 （寄託資料等の管理）  

第 12 条  寄託された資料等の管理は、歴史資料館所蔵の資料等の管理に準ずるものと

する。  

 （寄託資料等の返還）  

第 13 条  寄託された資料等は、寄託した者の請求又は歴史資料館の都合により、寄託

資料預り証と引換えに返還する。  

 （経費の負担）  

第 14 条  寄贈又は寄託に要する経費は、寄贈した者又は寄託した者の負担とする。た

だし、教育委員会が必要と認めた場合は、この限りでない。  

 （資料等の館内閲覧）  

第 15 条  歴史資料館の資料等の館内閲覧は、所定の場所で行わなければならない。  

2 前項の閲覧をしようとする者は、歴史資料館資料等閲覧承認申請書（様式第 8 号）

により教育委員会の承認を受けなければならない。  

 （撮影等の制限等）  

第 16 条  歴史資料館の資料等の撮影、模写、模造等（以下この条において「撮影等」

という）をしてはならない。ただし、学術研究等のため、教育委員会が特別の理由

があると認めたときは、この限りでない。  

2 前項ただし書の規定により撮影等をしようとする者は、教育委員会の許可を受けな

ければならない。  

3 教育委員会は、前項の許可をするに当たり、資料等の管理上必要な条件を付するこ

とができる。  

 （貸出し禁止）  

第 17 条  歴史資料館が収集し、保管し、又は展示する資料等の館外貸出しは、行わな

い。ただし、教育委員会が特に適当であると認めたものについては、この限りでな

い。  

 （その他）  

第 18 条  この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。  

   附  則  

 （施行期日）  

1 この規則は、平成 16 年 10 月 12 日から施行する。  

 （経過措置）  

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市歴史資料館管理運営規則（昭和

58 年川内市教育委員会規則第 4 号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為

は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。  

   附  則（平成 17 年 5 月 19 日教委規則第 8 号）  

  この規則は、公布の日から施行する。  

   附  則（平成 20 年 10 月 24 日教委規則 8 号）  

  この規則は、平成 20 年 12 月 1 日から施行する。  

   附  則（平成 21 年 6 月 29 日教委規則第 9 号）  

  この規則は、平成 21 年 7 月 1 日から施行する。  

   附  則（平成 27 年 3 月 28 日教委規則第 8 号）  

  この規則は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。  

   附  則（平成 29 年 3 月 31 日教委規則第 2 号）抄  

  この規則は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当

該各号に定める日から施行する。 
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(1) 略                                           

(2) 第 1条、第 5条(前号に掲げる改正規定を除く)、第 7条、第 9条中薩󠄀摩川内市児童生徒の出

席停止の手続等に関する規則第 1条及び様式第 2号の改正規定、第 11条、第 13条中薩󠄀摩川

内市立学校職員の私有車の公務使用の承認等に関する規則第 2条第 1号の改正規定(「及び中

学校」を「中学校及び義務教育学校」に改める部分に限る)、第 14条、第 15条中薩󠄀摩川内市

川内歴史資料館条例施行規則第 7条第 1項第 2号の改正規定、第 16条、第 18条、第 19条中

薩󠄀摩川内市川内文化ホール条例施行規則第 9条第 1項第 3号イの改正規定、第 20条中薩󠄀摩川

内市入来文化ホール条例施行規則第 8条第 1項第 4号の改正規定、第 21条中薩󠄀摩川内市川内

まごころ文学館条例施行規則第 5条第 1項第 2号の改正規定、第 22条、第 27条、第 28条中

薩󠄀摩川内市招致外国青年任用規則第 3条第 1号、同条第 2号及び同条第 3号並びに第 6条第 4

項の改正規定、第 29条、第 31条中薩󠄀摩川内市学校運営協議会規則第 1条の改正規定並びに

第 32条の規定 平成 31年 4月 1日 
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薩󠄀摩川内市川内歴史資料館・郷土館運営協議会規則 

平成 16年 10月 12日 

教育委員会規則 34号 

（趣旨） 

第 1条 この規則は、薩󠄀摩川内市川内歴史資料館条例（平成 16年薩摩川内市条例第 97号）第 21条

の規定に基づき、薩󠄀摩川内市川内歴史資料館・郷土館運営協議会（以下「協議会」という）の運

営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（協議会の委員構成） 

第 2条 協議会の委員は、次に掲げる者の中から薩󠄀摩川内市教育委員会（以下「教育委員会」とい

う）が委嘱する。 

 (1) 市内の小・中・義務教育学校の代表者 

 (2) 歴史、考古、民俗、美術等に関し、専門的知識及び技能を有する者 

 (3) 学識経験者 

 (4) 前 3号に掲げる者のほか教育委員会が必要と認めるもの 

（会長及び副会長） 

第 3条 協議会に会長及び副会長各 1人を置き、委員の互選によってこれを定める。 

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長の職務を代理する。 

（会議） 

第 4条 協議会の会議は、会長が招集する。 

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 

（意見陳述） 

第 5条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができ

る。 

（庶務） 

第 6条 協議会の庶務は、薩摩川内市川内歴史資料館において処理する。 

（その他） 

第 7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は別に定める。 

附 則 

この規則は、平成 16年 10月 12日から施行する。                       

  附 則(平成 29年 3月 31日教委規則第 2号) 

この規則は、平成 29年 4月 1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め

る日から施行する。 

(1) 略                                           

  (2) 第 1条、第 5条(前号に掲げる改正規定を除く)、 第 7条、第 9条中薩󠄀摩川内市児童生徒の 

 出席停止の手続等に関する規則第 1条及び様式第 2号の改正規定、第 11条、第 13条中薩󠄀摩 

 川内市立学校職員の私有車の公務使用の承認等に関する規則第 2条第 1号の改正規定(「及び 

 中学校」を「中学校及び義務教育学校」に改める部分に限る)、第 14条、第 15条中薩󠄀摩川内 

 市川内歴史資料館条例施行規則第 7条第 1項第 2号の改正規定、第 16条、第 18条、第 19条 

 中薩󠄀摩川内市川内文化ホール条例施行規則第 9条第 1項第 3号イの改正規定、第 20条中薩󠄀摩 

 川内市入来文化ホール条例施行規則第 8条第 1項第 4号の改正規定、第 21条中薩󠄀摩川内市川 

 内まごころ文学館条例施行規則第 5条第 1項第 2号の改正規定、第 22条、第 27条、第 28条 

 中薩󠄀摩川内市招致外国青年任用規則第 3条第 1号、同条第 2号及び同条第 3号並びに第 6条 

 第 4項の改正規定、第 29条、第 31条中薩󠄀摩川内市学校運営協議会規則第 1条の改正規定並 

 びに第 32条の規定 平成 31年 4月 1日 
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その他 

（１）令和３年度のあゆみ 

 
 

月日 月日

令和3年 令和4年

4月1日 1月4日

4月5日

4月7日 1月8日

3月1日 臨時休館　※企画展撤収・常設展示復旧

4月8日 3月10日

4月27日 3月16日 工作教室「ふろしきの包み方と刺し子体験」

3月21日 講演会「川内大綱引」

4月29日

5月6日 出前講座　川内看護専門学校

5月7日

5月10日

5月14日 出前講座　平佐西小学校3年生

5月18日 トピック展示「お金の歴史～近世・近代の薩摩」

（～令和4年3月27日）

5月21日 出前講座　永利小学校6年生

5月25日 臨時休館（～6月20日）※新型コロナウイルス

感染拡大防止措置

6月1日

6月29日 職場体験学習（～7月1日）

7月10日 臨時休館　※大雨特別警報発令の為

7月11日 歴史講座「ここまでわかった鹿児島（鶴丸）城

の歴史～最新の発掘調査から～」

7月14日

7月20日

7月22日

7月31日

8月3日 薩󠄀摩川内市フレッシュ研修

8月6日

8月7日

8月8日

8月9日

8月13日

8月16日

感染拡大防止措置

8月30日 博物館実習（～9月12日）

10月18日

10月26日

10月27日

10月30日

10月31日

11月2日

11月8日 部分燻蒸（第１収蔵庫）

11月8日

11月15日 昆虫相調査（～12月6日）・落下真菌検査

11月18日

11月21日

11月28日

12月5日 工作教室「祝い袋作り」

12月12日 歴史講座「薩󠄀摩川内の郷絵図を読む」

12月18日 冬のチャレンジクイズ（～令和4年1月10日）

12月29日 年末年始臨時休館（～令和4年1月3日）

体験教室「石臼で挽いてみよう！」

包み込み式炭酸ガス燻蒸（～22日）

教育文化週間無料開館（～7日）

お正月遊び（～10日）

お正月無料開館（～10日）

工作ひろば「紙コップで遊ぼう！」（～10日）

ゴールデンウィーク無料開館（～5月5日）

昆虫相調査（～5月31日）

落下真菌（カビ類）検査

出前講座　永利小学校6年生

観光ボランティアガイドいたっみろ会（年間随時

春のおりがみ広場（～5月5日）

工作教室「つるし飾り作り」

夏休みチャレンジクイズ（～8月31日）

使用）

川内美術協会（年間随時研修室使用）

研修室使用）

薩󠄀摩川内郷土史研究会（年間随時研修室使用）

トピック展示「八橋蒔絵螺鈿硯箱（模作）」

戦後記念企画展「戦争への想い～

兵隊と残された人たち～」（～10月10日）

（令和3年4月27日～6月27日）

県民の日無料開館

臨時休館　※館内燻蒸の為

事業内容 事業内容

健康太極拳（年間随時国分寺跡史跡公園北側広場

工作教室「干支人形作り」

地域体験研修

工作教室「ランプシェード作り」

秋のおりがみ広場（～7日）

史跡めぐり（ウォーキング）

臨時休館（～9月30日）※新型コロナウイルス

工作教室「布ぞうり作り」

工作教室「貝殻リースを作ろう」

夏休み課題応援「調べてみよう！薩󠄀摩国分寺」

夏休み課題応援「調べてみよう！薩󠄀摩国分寺」

臨時休館　※大雨特別警報発令の為

出前講座　薩󠄀摩川内政経クラブ

企画展「道具から見る昔の暮らし」

（～令和4年2月27日）

臨時休館　※企画展設営の為

出前講座　市民大学（樋脇公民館）
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（２）職員名簿 

［指定管理者］ 公益財団法人薩󠄀摩川内市民まちづくり公社 学芸施設課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）館平面図 
 

  

役 職・係 氏  名 

学 芸 施 設 課 長 岩 元 信 一 

館 長 德 丸  幸 男 

課 長 代 理 吉 本  明 弘 

主 任・学 芸 係 出来 久美子 

運営係リーダー 石 神  健 児・永 田 睦 子 

運  営  係 西 ノ 原  紀 濱 田 康 二 
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（４）利用案内 

 

休 館 日  月曜日（その日が国民の祝日に当たるときは、その翌日以降の休日でな 

い日）教育委員会が定める臨時の休館日 

開館時間  午前 9時から午後 5時まで（入館は午後 4時 30分まで） 

 

  入館料                     ※（  ）内は 20名以上の団体料金 

区 分 大 人 小・中・高校生 

川 内 歴 史 資 料 館 200円（160円） 100円（ 80円） 

川内まごころ文学館と共通 400円（320円） 200円（160円） 

 

 年間パスポート 

区 分 大 人 小・中・高校生 

川 内 歴 史 資 料 館 400円 200円 

川内まごころ文学館と共通 900円 400円 

 

  交通案内 

○ ＪＲ博多駅より九州新幹線でＪＲ川内駅下車（最短 約 1時間 15分） 

○ 鹿児島空港からエアポートシャトルバスを利用して川内駅下車（約 1時間 10分） 

○ ＪＲ川内駅より車で 7分（くるくるバスご利用の方は「歴史資料館前」下車） 
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